
　所
得
税
・
個
人
消
費
税
・

贈
与
税
の
確
定
申
告
会
場
を

次
の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。

　確
定
申
告
会
場
は
大
変
混

雑
す
る
た
め
、
長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
く
場
合
や
受
付
を

早
め
に
締
め
切
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

期
間
　
２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日

㈮
（
土
日
除
く
）

※

２
月
24
日
㈰
・
３
月
３
日
㈰
に

限
り
開
場

時
間
　
９
時
〜
16
時
（
受
付
８
時

30
分
〜
）
提
出
は
17
時
ま
で

※

申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要

し
ま
す
の
で
、
16
時
（
相
談
内
容

が
複
雑
な
場
合
は
15
時
ご
ろ
）
ま

で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

場
　
上
尾
税
務
署

※

確
定
申
告
会
場
の
開
設
日
ま
で

は
、
相
談
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て

お
り
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

医
療
費
控
除
を
適
用
さ
れ
る
方
へ

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
、
医
療
費
控
除
は
領
収
書
の
提

出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
領
収

書
の
代
わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
税
務
署
が
内
容
の

確
認
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
領
収
書
は
５
年
間
保
存
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

提
出
が
不
要
と
な
る
領
収
書
に

は
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の

証
明
書
（
例
・
お
む
つ
使
用
証
明

書
、在
宅
介
護
費
用
証
明
書
な
ど
）

は
含
み
ま
せ
ん
。

※

平
成
31
年
分
の
確
定
申
告
ま
で

は
、
従
来
ど
お
り
領
収
書
の
添
付

ま
た
は
提
示
で
も
可
能
で
す
。

 

平
成
 
年
分
確
定
申
告
か
ら
配
偶

者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
が
改

正
さ
れ
ま
す

　
申
告
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場

合
は
、
配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶

者
特
別
控
除
を
受
け
ら
れ
な
い
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

○
配
偶
者
控
除

　
改
正
前
は
一
律
38
万
円
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後
は
申
告

者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ

て
控
除
額
が
変
わ
り
ま
す
。

※
控
除
対
象
配
偶
者
の
う
ち
、
平

成
30
年
12
月
31
日
現
在
の
年
齢
が

70
歳
以
上
の
者

○
配
偶
者
特
別
控
除

　
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な

る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38

万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
と
さ

れ
、
申
告
者
本
人
の
合
計
所
得
金

額
に
よ
っ
て
も
控
除
額
が
異
な
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。詳
し
く
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
タ
ッ
ク

ス
ア
ン
サ
ー
No.
１
１
９
５
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

 

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

へ　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ

り
、
か
つ
公
的
年
金
等
に
か
か
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
な
お
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け

る
場
合
や
確
定
申
告
書
の
提
出
が

要
件
と
な
っ
て
い
る
控
除
（
純
損

失
や
雑
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
）

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
確

定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
27
年
分
以
後
は
、

外
国
の
制
度
に
基
づ
き
国
外
に
お

い
て
支
払
わ
れ
る
年
金
な
ど
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
公
的
年

金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

こ
の
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

 

申
告
書
は
ご
自
宅
等
で
作
成
で
き

ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご

利
用
い
た
だ
く
と
自
宅
等
で
確
定

申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
平
成

31
年
１
月
か
ら
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
専
用
画
面
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

書
面
で
印
刷
し
て
郵
送
ま
た
は
ｅ

―
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
事
前
準
備
が
必

要
）
の
い
ず
れ
か
で
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

　
「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の

届
出
完
了
通
知
」
を
お
持
ち
の
方

は
平
成
31
年
１
月
か
ら
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用

す
る
際
に
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

を
入
力
す
る
こ
と
で
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

で
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

郵
送
先
▼
〒
３
６
２
―
８
５
０
４

上
尾
市
大
字
西
門
前
５
７
７

○
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

の
操
作
等
に
関
す
る
お
問
い
合
せ

…

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
蕕
０
５
７
０
―
０

１
―
５
９
０
１

（
月
曜
日
〜
金
曜
日
、
祝
日
等
お

よ
び
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除

く
）

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用

に
係
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
の
設
定
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
な
ど

に
関
す
る
お
問
合
せ…

マ
イ
ナ
ン

バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
蕕
０

１
２
０
―
９
５
―
０
１
７
８
（
自

動
音
声
案
内
の
「
１
」
を
選
択
）

（
平
日
９
時
30
分
〜
20
時
、
土
日

祝
日
９
時
30
分
〜
17
時
30
分
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

30

上
尾
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

上
尾
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

問
　
上
尾
税
務
署
蕕
７
７
０
―
１
８
０
０

申告者本人の
合計所得金額 配偶者控除 老人控除対象

配偶者（※）

900万円以下 ３８万円 ４８万円

900万円超
950万円以下 ２６万円 ３２万円

950万円超
１，000万円以下 １３万円 １６万円

申告を要する方▼
償却資産を町内に所有する方または貸し付けている
方。
（なお、平成31年１月１日前１年以内に廃業、解散ま
たは課税対象資産がなくなった場合でも、申告書にそ
の旨を記入して提出してください。）

償却資産の種類▼
●構築物＝広告塔、看板、門、塀、農林業用構築物、
露天式立体駐車場設備、舗装その他土地に定着する土
木設備など
●機械および装置＝コンピュータ、工作機械、揚重
機、運搬装置、製造・加工設備、建設機械など
●車両および運搬具＝ブルドーザーなど
●工具、器具および備品＝机、いす、ロッカー、陳列
ケース、電動工具、冷暖房機器、測定機器、事務機
器、医療機器、きのこ栽培用ほだ木、無人駐車管理装
置、金型など

申告を要しない資産▼
①耐用年数１年未満または取得価額10万円未満の償却
資産で一時に損金算入または必要経費に算入したもの
②取得価額が20万円未満の償却資産で一括償却資産と
して３年均等償却を行っているもの
③家庭用に使用される資産
④自動車税、または軽自動車税の課税対象である自動
車、原付自転車など

　ロコラジさろんでは、主に下半身に効く「ロコモ
体操」と主に上半身に効く「みんなのラジオ体操」
を行います。地域での身体づくりを目指して、この
体操を指導・普及していただけるサポーターを募集
します。

内　「ロコモ体操とは？」、「ラジオ体操の効果」な
どロコラジさろんで必要な内容のほか、心肺蘇
生法やＡＥＤの使い方などについて学んでいき
ます。（講義内容が変更となる場合があります。）

日　２月１日～３月22日の毎週金曜日13時30分～16
時、このほか３月に１回実習あり。（全９回予
定）

場　伊奈町社会福祉協議会（伊奈町ふれあい福祉セ
ンター内）

対　町内在住で養成講座修了後サポーターとして地
域でこの体操を指導・普及活動できる方

定　20名
申・問　１月31日㈭までに福祉課窓口または電話＊
２１２３・２１２４で受付

「ロコラジさろん」
体操サポーター養成講座参加者募集！

「ロコラジさろん」
体操サポーター養成講座参加者募集！

～身近な地域で身体づくりを目指して～～身近な地域で身体づくりを目指して～

償却資産の申告は１月31日㈭までです償却資産の申告は１月31日㈭までです
■問　税務課●＊２１５４

　町では、インターネットを利用した電子申告
システム「eLTAX（エルタックス）」での、償
却資産の申告ができます。
　利用や申告について詳しくは、町ホームペー
ジ（生活ガイド「税・保険・年金」）をご覧く
ださい。

償却資産に係る固定資産税
電子申告のご案内

　償却資産とは、事業を営む個人（法人）が使用している事業用資産のことをいいます。
　この償却資産は固定資産税の課税対象となるため、事業主は１月１日に所有する事業用
資産の内容を、事業を営んでいる所在地の市町村長に申告しなければなりません。アパー
ト経営や農業経営などでも償却資産の申告対象となるものがありますのでご確認ください。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。
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申告を要する方▼
償却資産を町内に所有する方または貸し付けている
方。
（なお、平成31年１月１日前１年以内に廃業、解散ま
たは課税対象資産がなくなった場合でも、申告書にそ
の旨を記入して提出してください。）

償却資産の種類▼
●構築物＝広告塔、看板、門、塀、農林業用構築物、
露天式立体駐車場設備、舗装その他土地に定着する土
木設備など
●機械および装置＝コンピュータ、工作機械、揚重
機、運搬装置、製造・加工設備、建設機械など
●車両および運搬具＝ブルドーザーなど
●工具、器具および備品＝机、いす、ロッカー、陳列
ケース、電動工具、冷暖房機器、測定機器、事務機
器、医療機器、きのこ栽培用ほだ木、無人駐車管理装
置、金型など

申告を要しない資産▼
①耐用年数１年未満または取得価額10万円未満の償却
資産で一時に損金算入または必要経費に算入したもの
②取得価額が20万円未満の償却資産で一括償却資産と
して３年均等償却を行っているもの
③家庭用に使用される資産
④自動車税、または軽自動車税の課税対象である自動
車、原付自転車など

　ロコラジさろんでは、主に下半身に効く「ロコモ
体操」と主に上半身に効く「みんなのラジオ体操」
を行います。地域での身体づくりを目指して、この
体操を指導・普及していただけるサポーターを募集
します。

内　「ロコモ体操とは？」、「ラジオ体操の効果」な
どロコラジさろんで必要な内容のほか、心肺蘇
生法やＡＥＤの使い方などについて学んでいき
ます。（講義内容が変更となる場合があります。）

日　２月１日～３月22日の毎週金曜日13時30分～16
時、このほか３月に１回実習あり。（全９回予
定）

場　伊奈町社会福祉協議会（伊奈町ふれあい福祉セ
ンター内）

対　町内在住で養成講座修了後サポーターとして地
域でこの体操を指導・普及活動できる方

定　20名
申・問　１月31日㈭までに福祉課窓口または電話＊
２１２３・２１２４で受付

「ロコラジさろん」
体操サポーター養成講座参加者募集！

「ロコラジさろん」
体操サポーター養成講座参加者募集！

～身近な地域で身体づくりを目指して～～身近な地域で身体づくりを目指して～

償却資産の申告は１月31日㈭までです償却資産の申告は１月31日㈭までです
■問　税務課●＊２１５４

　町では、インターネットを利用した電子申告
システム「eLTAX（エルタックス）」での、償
却資産の申告ができます。
　利用や申告について詳しくは、町ホームペー
ジ（生活ガイド「税・保険・年金」）をご覧く
ださい。

償却資産に係る固定資産税
電子申告のご案内

　償却資産とは、事業を営む個人（法人）が使用している事業用資産のことをいいます。
　この償却資産は固定資産税の課税対象となるため、事業主は１月１日に所有する事業用
資産の内容を、事業を営んでいる所在地の市町村長に申告しなければなりません。アパー
ト経営や農業経営などでも償却資産の申告対象となるものがありますのでご確認ください。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。
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